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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示する表示面を有する液晶表示装置と、
　前記液晶表示装置を収容する筐体と、
　前記表示面を覆う保護板と、を備え、
　前記保護板は、
　　ガラスと、
　　前記ガラスに貼り付けられる樹脂材とを含み、
　前記保護板の前記樹脂材は、前記筐体に着脱可能に固定され、
　前記筐体と前記樹脂材との間には隙間が設けられ、
　前記表示装置は、さらに、
　　前記隙間を埋めるパッキンを備え、
　前記パッキンは、前記液晶表示装置の側面全体を囲むように設けられ、
　前記パッキンは、前記表示面と直交する方向において、前記樹脂材と前記筐体との間に
設けられる
　表示装置。
【請求項２】
　前記樹脂材は、
　　前記筐体を介してネジが挿入されるネジ固定部を有し、
　前記保護板の前記樹脂材は、前記ネジの締付け力により、前記筐体に固定される
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　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記筐体には穴が設けられ、
　前記樹脂材は、
　　前記筐体における前記穴の周辺部に係合する突起部を有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記樹脂材は、
　　前記表示装置の外部に露出するように、前記ガラスの周囲を覆う枠部を有する
　請求項１～３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記保護板は、さらに、
　　前記保護板の前記樹脂材と前記液晶表示装置との間に設けられる別のガラスを含む
　請求項１～４のいずれか１項に記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保護板を備える表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＬＣＤ）は、
その軽量性、薄型性などの利点により、各種用途に広く使用されている。
【０００３】
　液晶表示装置に含まれる液晶表示パネルでは、配線および電極が形成されたガラス基板
と、対向基板とが並行に配置される。また、当該液晶表示パネルでは、ガラス基板と対向
基板との間に液晶が挟持されている。この液晶表示パネルの両面側には偏光板がそれぞれ
貼り付けられている。液晶表示パネルの表示領域は、多数の画素から構成される。当該表
示領域の各画素に表示画像に応じた信号が印加されることにより、画像が表示される。液
晶表示パネルの背面に設置されたバックライトにより光が照射されことにより、当該表示
画像が観察者に視認される。
【０００４】
　このように、液晶表示装置は、画素ごとに光の透過率を制御する液晶表示パネルとバッ
クライトとにより構成される。すなわち、液晶表示装置は、いわゆる受光型の表示装置で
あり、この特性を利用した種々の用途に使用されている。
【０００５】
　例えば、液晶表示装置は、パソコン用のディスプレイや、産業用途に使用される装置、
車載の表示装置、ハンディ端末、広告表示機等として使用される。これら様々な環境で使
用される液晶表示装置としての表示装置には、外部からの衝撃から、当該表示装置を保護
する保護板を備える物が多数存在している。特許文献１では、保護カバー（保護板）を備
える表示装置の構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２５１２４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年は、保護板を有する液晶表示装置においても、当該液晶表示装置の薄型化の要求が
強い。そのため、保護板と筐体ケースとを固定する構造として、保護板を当該保護板の前
面側から枠ケースで押さえ保持する構造（以下、構造Ａともいう）がある。しかしながら
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、この構造Ａは、液晶表示装置が厚くなるため、当該液晶表示装置に使用できない場合が
多い。
【０００８】
　また、保護板を構成する部材は、ガラス材が好まれる。当該ガラス材は、表面硬度が高
い、傷つき難い、質感が高いという特徴を有する。保護板がガラス材で構成された状態に
おいて、もしも、ガラス材が破損した場合、安全性の観点から、ガラスの飛散を防止する
事が望まれる。また、さらに、ガラスが破損した場合、破損したガラス（保護板）を容易
に交換可能である事が望まれる。
【０００９】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、ガラスを利用した保
護板の破損時における、安全性の確保とメンテナンスの容易性とを両立することが可能な
表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示装置は、映像を表示する表示面
を有する液晶表示装置と、前記液晶表示装置を収容する筐体と、前記表示面を覆う保護板
と、を備え、前記保護板は、ガラスと、前記ガラスに貼り付けられる樹脂材とを含み、前
記保護板の前記樹脂材は、前記筐体に着脱可能に固定され、前記筐体と前記樹脂材との間
には隙間が設けられ、前記表示装置は、さらに、前記隙間を埋めるパッキンを備え、前記
パッキンは、前記液晶表示装置の側面全体を囲むように設けられ、前記パッキンは、前記
表示面と直交する方向において、前記樹脂材と前記筐体との間に設けられる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ガラスに樹脂材が貼り付けられる。これにより、当該ガラスが破損し
た場合でも、ガラスの飛散を防止することができる。そのため、安全性を確保することが
できる。また、前記保護板の前記樹脂材は、前記筐体に着脱可能に固定される。そのため
、保護板のガラスが破損した場合における当該保護板の交換を容易に行うことができる。
したがって、表示装置は、ガラスを利用した保護板の破損時におけるメンテナンスの容易
性、すなわち、高いメンテナンス性を有する。
【００１２】
　これにより、ガラスを利用した保護板の破損時における、安全性の確保とメンテナンス
の容易性とを両立することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る表示装置の概略構成を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る表示装置の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１の変形例に係る表示装置の断面図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る表示装置の概略構成を示す分解斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係る表示装置の断面図である。
【図６】本発明の実施の形態２の変形例に係る表示装置の断面図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係る表示装置の概略構成を示す分解斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態３に係る表示装置の断面図である。
【図９】本発明の実施の形態３の変形例に係る表示装置の断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態４に係る表示装置の概略構成を示す分解斜視図である。
【図１１】本発明の実施の形態４に係る表示装置の断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態４の変形例に係る表示装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。した
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がって、それらについての詳細な説明を省略する場合がある。
【００１５】
　なお、実施の形態において例示される各構成要素の寸法、材質、形状、それらの相対配
置などは、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるものであり、
本発明はそれらの例示に限定されるものではない。また、各図における各構成要素の寸法
は、実際の寸法と異なる場合がある。
【００１６】
　＜実施の形態１＞
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置１００の概略構成を示す分解斜視図であ
る。図２は、本発明の実施の形態１に係る表示装置１００の断面図である。
【００１７】
　図１および図２を参照して、表示装置１００は、保護板１と、液晶表示装置７と、筐体
８と、ネジ９とを備える。
【００１８】
　保護板１は、ガラス２と、樹脂材４とを含む。ガラス２の形状は、板状である。ガラス
２は、主面２ａと、裏面２ｂとを有する。裏面２ｂは、主面２ａの反対側の面である。保
護板１の主面は、ガラス２の主面２ａである。
【００１９】
　樹脂材４は、ポリカーボネイト、ポリエステル、アクリル、ＡＢＳなどの透明の樹脂で
構成される。樹脂材４は、板状部４ａと、棒状部４ｂとを有する。板状部４ａの形状は、
板状である。樹脂材４の板状部４ａは、透明な接着材３により、ガラス２の裏面２ｂに貼
り付けられる。すなわち、樹脂材４は、ガラス２に貼り付けられる。これにより、保護板
１が構成される。
【００２０】
　つまり、保護板１の主面（表面）側には、ガラス２が設けられる。保護板１の裏面側に
は、樹脂材４が設けられる。樹脂材４は、液晶表示装置７を保持する形状を有する保持形
状部である。
【００２１】
　液晶表示装置７は、映像を表示する表示面６（画面）を有する。保護板１は、該保護板
１の裏面２ｂが、液晶表示装置７の表示面６と対向するように配置される。すなわち、保
護板１は、液晶表示装置７の表示面６を覆うように設けられる。これにより、保護板１の
樹脂材４は、液晶表示装置７を保持する。
【００２２】
　保護板１と、液晶表示装置７との間には、空間（以下、空間Ａともいう）が形成される
。空間Ａには、透光性を有する接着材５が充填される。これにより、保護板１は、液晶表
示装置７に固定される。なお、空間Ａには、接着材５が充填されなくてもよい。
【００２３】
　なお、ガラス２は、液晶表示装置７の表示面６に対応するタッチパネルとして機能する
ように構成されてもよい。
【００２４】
　筐体８は、液晶表示装置７および保護板１を収容する。筐体８の底面８ａには、穴Ｈ１
が設けられる。
【００２５】
　保護板１の樹脂材４は、筐体８に着脱可能に固定される。少し具体的には、保護板１の
樹脂材４は、ネジ９の締付け力により、筐体８に固定される。より具体的には、樹脂材４
の棒状部４ｂには、筐体８の穴Ｈ１を貫通するネジ９が挿入される。すなわち、棒状部４
ｂには、筐体８を介してネジ９が挿入される。これにより、棒状部４ｂは、ネジ９を固定
する。つまり、棒状部４ｂは、ネジ９を固定するネジ固定部である。なお、ネジ９を棒状
部４ｂからはずすことにより、保護板１を、筐体８から分離することができる。
【００２６】
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　以上説明したように、本実施の形態では、ガラス２に樹脂材４が貼り付けられる。これ
により、当該ガラス２が破損した場合でも、ガラスの飛散を防止することができる。その
ため、安全性を確保することができる。また、保護板１の樹脂材４は、筐体８に着脱可能
に固定される。そのため、保護板１のガラス２が破損した場合における当該保護板１の交
換を容易に行うことができる。したがって、表示装置１００は、ガラスを利用した保護板
の破損時におけるメンテナンスの容易性、すなわち、高いメンテナンス性を有する。
【００２７】
　これにより、ガラスを利用した保護板の破損時における、安全性の確保とメンテナンス
の容易性とを両立することができる。
【００２８】
　また、樹脂材４は、ガラス２に貼り付けられる。これにより、質感の高いガラスを表面
側に設けた保護板１に、ガラスの飛散を防止する機能を持たせることができる。
【００２９】
　また、本実施の形態では、保護板１の樹脂材４は、ネジ９の締付け力により、筐体８に
固定される。これにより、保護板１を筐体８に強固に固定することができる。
【００３０】
　また、前述したように、ガラス２に樹脂材４が貼り付けられる。これにより、仮に、ガ
ラス２の表面に強い衝撃が加わり、ガラス２が破損した場合でも、ガラスが飛散すること
を防止することができる。また、この場合、破損したガラスは、筐体８内にとどまる。こ
れにより、高い安全性を確保できる。
【００３１】
　また、上記構成により、表示装置の厚みを増やすことなく、保護板１（樹脂材４）を筐
体８に強固に固定することができるとともに、保護板１の交換（修理）が容易な表示装置
を提供することができる。
【００３２】
　＜実施の形態１の変形例＞
　なお、保護板を樹脂材に固定する構造は、ネジを利用した構造に限定されない。保護板
を樹脂材に固定する構造を、以下の構造としてもよい。
【００３３】
　図３は、本発明の実施の形態１の変形例に係る表示装置１００Ａの断面図である。図３
を参照して、表示装置１００Ａは、図１の表示装置１００と比較して、保護板１の代わり
に保護板１Ａを備える点と、筐体８の代わりに筐体８Ａを備える点と、ネジ９を備えない
点とが異なる。表示装置１００Ａのそれ以外の構成は、表示装置１００と同様なので詳細
な説明は繰り返さない。
【００３４】
　保護板１Ａは、保護板１と比較して、樹脂材４の代わりに樹脂材４Ａを含む点とが異な
る。保護板１Ａのそれ以外の構成は、保護板１と同様なので詳細な説明は繰り返さない。
【００３５】
　樹脂材４Ａは、樹脂材４と比較して、棒状部４ｂに、突起部４ｃが形成されている点が
異なる。樹脂材４Ａのそれ以外の構成は、樹脂材４と同様なので詳細な説明は繰り返さな
い。突起部４ｃは、樹脂材４Ａを構成する樹脂の凹凸により形成されている。
【００３６】
　筐体８Ａは、筐体８と比較して、形状が異なる点と、穴Ｈ１が設けられていない点と、
穴Ｈ２が設けられる点とが異なる。筐体８Ａのそれ以外の構成は、筐体８と同様なので詳
細な説明は繰り返さない。
【００３７】
　樹脂材４Ａの突起部４ｃは、筐体８Ａにおける穴Ｈ２の周辺部に係合する。これにより
、保護板１Ａの樹脂材４Ａは、筐体８Ａに固定される。なお、棒状部４ｂは、樹脂で構成
される。そのため、棒状部４ｂは、弾性を有する。そのため、棒状部４ｂを左右方向に変
形させることにより、突起部４ｃと筐体８Ａにおける穴Ｈ２の周辺部との係合をはずすこ
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とができる。すなわち、保護板１Ａの樹脂材４Ａは、筐体８Ａに着脱可能に固定される。
【００３８】
　以上の構成により、本実施の形態の変形例に係る表示装置１００Ａでは、実施の形態１
と同様な効果を得ることができる。すなわち、ガラスを利用した保護板の破損時における
、安全性の確保とメンテナンスの容易性とを両立することができる。
【００３９】
　＜実施の形態２＞
　図４は、本発明の実施の形態２に係る表示装置１０１の概略構成を示す分解斜視図であ
る。図５は、本発明の実施の形態２に係る表示装置１０１の断面図である。
【００４０】
　図４および図５を参照して、表示装置１０１は、図１および図２の表示装置１００と比
較して、筐体８の代わりに筐体８Ｎを備える点と、パッキン１２をさらに備える点が異な
る。表示装置１０１のそれ以外の構成は、表示装置１００と同様なので詳細な説明は繰り
返さない。
【００４１】
　筐体８Ｎは、筐体８と比較して、形状が異なる。筐体８Ｎのそれ以外の構成は、筐体８
と同様なので詳細な説明は繰り返さない。筐体８Ｎの形状は、図３の筐体８Ａの形状と同
様である。なお、図４では、筐体８Ｎの形状を簡略化して示している。
【００４２】
　なお、保護板１の樹脂材４は、実施の形態１の構成と同様の構成により、ネジ９により
、筐体８Ｎに着脱可能に固定される。
【００４３】
　パッキン１２の形状は、閉ループ状である。パッキン１２は、弾性を有する材料（例え
ば、ゴム）で構成される。
【００４４】
　なお、図３に示す実施の形態１の変形例に係る表示装置１００Ａでは、液晶表示装置７
および保護板１Ａが筐体８Ａに収容された状態では、筐体８Ａと樹脂材４Ａとの間には隙
間が設けられる。
【００４５】
　そこで、実施の形態２に係る表示装置１０１では、パッキン１２が、筐体８Ｎと樹脂材
４との間に設けられる隙間を埋めるように、設けられる。具体的には、該隙間において、
筐体８Ｎと樹脂材４とによりパッキン１２を挟むことにより、パッキン１２を圧縮して、
パッキン１２の反発力により、隙間がパッキン１２により埋められる。
【００４６】
　以上の構成により、本実施の形態に係る表示装置１００Ａでは、実施の形態１の効果に
加え、表示装置１００Ａの外部から、表示装置１００Ａの内部に水が浸入することを防ぐ
ことができる。すなわち、表示装置１００Ａは、防水機能を有する。
【００４７】
　すなわち、表示装置１００Ａは、実施の形態１と同様に、ガラスを利用した保護板の破
損時における、安全性の確保とメンテナンスの容易性とを両立することができるとともに
、防水機能を有する。
【００４８】
　＜実施の形態２の変形例＞
　なお、保護板を樹脂材に固定する構造は、ネジを利用した構造に限定されない。保護板
を樹脂材に固定する構造を、以下の構造としてもよい。
【００４９】
　図６は、本発明の実施の形態２の変形例に係る表示装置１０１Ａの断面図である。図６
を参照して、表示装置１０１Ａは、図３の表示装置１００Ａと比較して、パッキン１２を
さらに備える点が異なる。表示装置１０１Ａのそれ以外の構成は、表示装置１００Ａと同
様なので詳細な説明は繰り返さない。
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【００５０】
　表示装置１０１Ａでは、実施の形態２と同様に、パッキン１２が、筐体８Ａと樹脂材４
Ａとの間に設けられる隙間を埋めるように、設けられる。
【００５１】
　なお、保護板１Ａの樹脂材４Ａは、実施の形態１の変形例の構成と同様の構成により、
突起部４ｃにより、筐体８Ａに着脱可能に固定される。
【００５２】
　以上の構成により、本実施の形態の変形例に係る表示装置１０１Ａでは、実施の形態２
と同様な効果を得ることができる。
【００５３】
　＜実施の形態３＞
　図７は、本発明の実施の形態３に係る表示装置１０２の概略構成を示す分解斜視図であ
る。図８は、本発明の実施の形態３に係る表示装置１０２の断面図である。
【００５４】
　図７および図８を参照して、表示装置１０２は、図１および図２の表示装置１００と比
較して、保護板１の代わりに保護板１Ｂを備える点が異なる。表示装置１０２のそれ以外
の構成は、表示装置１００と同様なので詳細な説明は繰り返さない。
【００５５】
　保護板１Ｂは、図１および図２の保護板１と比較して、樹脂材４の代わりに樹脂材４Ｂ
を含む点が異なる。保護板１Ｂのそれ以外の構成は、保護板１と同様なので詳細な説明は
繰り返さない。保護板１Ｂは、液晶表示装置７の表示面６を覆うように設けられる。
【００５６】
　樹脂材４Ｂは、図１および図２の樹脂材４と比較して、板状部４ａの代わりにガラス保
持部４１ａを含む点が異なる。樹脂材４Ｂのそれ以外の構成は、樹脂材４と同様なので詳
細な説明は繰り返さない。すなわち、樹脂材４Ｂは、ガラス保持部４１ａと、棒状部４ｂ
とを有する。樹脂材４Ｂは、ガラス保持部４１ａと、棒状部４ｂとが一体成型されたもの
である。
【００５７】
　ガラス保持部４１ａは、板状部４ａと、枠部４ｄとを有する。枠部４ｄの形状は、閉ル
ープ状である。枠部４ｄは、板状部４ａの周縁部に形成される。すなわち、ガラス保持部
４１ａは、枠部４ｄにより、ガラス２を保持する形状を有する。
【００５８】
　ガラス２の裏面２ｂは、接着材３により、樹脂材４の板状部４ａに貼り付けられる。こ
の状態において、枠部４ｄは、表示装置１０２の外部に露出するように、ガラス２の周囲
を覆う。すなわち、枠部４ｄは、筐体８（表示装置１０２）の外部に突出する。これによ
り、ガラス保持部４１ａを有する樹脂材４Ｂは、意匠ケースとしての機能を有する。
【００５９】
　表示装置１０２では、筐体８は、ガラス２を収容せず、液晶表示装置７を収容する。
【００６０】
　なお、保護板１Ｂの樹脂材４Ｂは、実施の形態１の構成と同様の構成により、ネジ９に
より、筐体８に着脱可能に固定される。
【００６１】
　以上の構成により、本実施の形態に係る表示装置１０２では、ガラス保持部４１ａを有
する樹脂材４Ｂは、意匠ケースとして使用される。これにより、実施の形態１の効果に加
え、ガラス２と樹脂材４Ｂ（意匠ケース）とにより、筐体８の取付けバラツキによる段差
を生じることなく、安定した外観品質を実現できる。すなわち、ガラスを利用した保護板
の破損時における、安全性の確保とメンテナンスの容易性とを両立することができるとと
もに、安定した外観品質を実現できる。
【００６２】
　なお、本実施の形態に係る表示装置１０２に、実施の形態２に示したパッキン１２を利
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用した構成を適用してもよい。この場合、表示装置１０２において、筐体８の代わりに筐
体８Ｎが用いられる。また、パッキン１２が、筐体８Ｎと樹脂材４Ｂとの間に設けられる
隙間を埋めるように、設けられる。
【００６３】
　＜実施の形態３の変形例＞
　なお、保護板を樹脂材に固定する構造は、ネジを利用した構造に限定されない。保護板
を樹脂材に固定する構造を、以下の構造としてもよい。
【００６４】
　図９は、本発明の実施の形態３の変形例に係る表示装置１０２Ａの断面図である。図９
を参照して、表示装置１０２Ａは、図３の表示装置１００Ａと比較して、保護板１Ａの代
わりに保護板１Ｃを備える点が異なる。表示装置１０２Ａのそれ以外の構成は、表示装置
１００Ａと同様なので詳細な説明は繰り返さない。
【００６５】
　保護板１Ｃは、図８の保護板１Ｂと比較して、樹脂材４Ｂの代わりに樹脂材４Ｃを含む
点が異なる。保護板１Ｃのそれ以外の構成は、保護板１Ｂと同様なので詳細な説明は繰り
返さない。
【００６６】
　樹脂材４Ｃは、樹脂材４Ｂと比較して、棒状部４ｂに、突起部４ｃが形成されている点
が異なる。樹脂材４Ｃのそれ以外の構成は、樹脂材４Ｂと同様なので詳細な説明は繰り返
さない。
【００６７】
　なお、保護板１Ｃの樹脂材４Ｃは、実施の形態１の変形例の構成と同様の構成により、
突起部４ｃにより、筐体８Ａに着脱可能に固定される。
【００６８】
　以上の構成により、本実施の形態の変形例に係る表示装置１０２Ａでは、実施の形態３
と同様な効果を得ることができる。
【００６９】
　なお、本実施の形態の変形例に係る表示装置１０２Ａに、実施の形態２に示したパッキ
ン１２を利用した構成を適用してもよい。この場合、パッキン１２が、筐体８Ａと樹脂材
４Ｃとの間に設けられる隙間を埋めるように、設けられる。
【００７０】
　＜実施の形態４＞
　図１０は、本発明の実施の形態４に係る表示装置１０３の概略構成を示す分解斜視図で
ある。図１１は、本発明の実施の形態４に係る表示装置１０３の断面図である。
【００７１】
　図１０および図１１を参照して、表示装置１０３は、図１および図２の表示装置１００
と比較して、保護板１の代わりに保護板１Ｄを備える点と、筐体８の代わりに筐体８Ｎを
備える点とが異なる。表示装置１０３のそれ以外の構成は、表示装置１００と同様なので
詳細な説明は繰り返さない。保護板１Ｄは、液晶表示装置７の表示面６を覆うように設け
られる。
【００７２】
　保護板１Ｄは、図１および図２の保護板１と比較して、ガラス１６をさらに含む点が異
なる。保護板１Ｄのそれ以外の構成は、保護板１と同様なので詳細な説明は繰り返さない
。
【００７３】
　ガラス１６の形状は、板状である。ガラス１６は、接着材３により、樹脂材４の板状部
４ａの裏面に貼り付けられる。すなわち、保護板１Ｄの裏面側に、ガラス１６を設ける。
したがって、ガラス１６は、樹脂材４の板状部４ａと液晶表示装置７との間に設けられる
。すなわち、ガラス１６は、保護板１Ｄの樹脂材４と液晶表示装置７との間に設けられる
。
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【００７４】
　なお、保護板１Ｄの樹脂材４は、実施の形態１の構成と同様の構成により、ネジ９によ
り、筐体８Ｎに着脱可能に固定される。
【００７５】
　以上説明したように、本実施の形態に係る表示装置１０３では、保護板１Ｄの裏面側に
ガラス１６を設ける。これにより、樹脂材４を構成する樹脂材料から発生するアウトガス
が、接着材５に侵入し気泡となる事を防止することができる。これにより、信頼性の高い
表示装置を提供できる。
【００７６】
　また、保護板１Ｄの樹脂材４は、ネジ９により、筐体８Ｎに着脱可能に固定される。こ
れにより、実施の形態１と同様な効果を得ることができる。
【００７７】
　なお、本実施の形態に係る表示装置１０３に、実施の形態２に示したパッキン１２を利
用した構成を適用してもよい。この場合、パッキン１２が、筐体８Ｎと樹脂材４との間に
設けられる隙間を埋めるように、設けられる。
【００７８】
　また、本実施の形態に係る表示装置１０３において、樹脂材４の代わりに、実施の形態
３に示した樹脂材４Ｂを用いた構成としてもよい。これにより、実施の形態３と同様な効
果を得ることができる。すなわち、ガラス保持部４１ａを有する樹脂材４Ｂを、意匠ケー
スとして機能させることができる。
【００７９】
　また、表示装置１０３において、筐体８Ｎの代わりに筐体８を用いる構成としてもよい
。
【００８０】
　＜実施の形態４の変形例＞
　なお、保護板を樹脂材に固定する構造は、ネジを利用した構造に限定されない。保護板
を樹脂材に固定する構造を、以下の構造としてもよい。
【００８１】
　図１２は、本発明の実施の形態４の変形例に係る表示装置１０３Ａの断面図である。図
１２を参照して、表示装置１０３Ａは、図３の表示装置１００Ａと比較して、保護板１Ａ
の代わりに保護板１Ｅを備える点が異なる。表示装置１０３Ａのそれ以外の構成は、表示
装置１００Ａと同様なので詳細な説明は繰り返さない。
【００８２】
　保護板１Ｅは、図１１の保護板１Ｄと比較して、樹脂材４の代わりに樹脂材４Ａを含む
点が異なる。保護板１Ｅのそれ以外の構成は、保護板１Ｄと同様なので詳細な説明は繰り
返さない。
【００８３】
　樹脂材４Ａは、樹脂材４と比較して、棒状部４ｂに、突起部４ｃが形成されている点が
異なる。樹脂材４Ａのそれ以外の構成は、樹脂材４と同様なので詳細な説明は繰り返さな
い。
【００８４】
　なお、保護板１Ｅの樹脂材４Ａは、実施の形態１の変形例の構成と同様の構成により、
突起部４ｃにより、筐体８Ａに着脱可能に固定される。
【００８５】
　以上の構成により、本実施の形態の変形例に係る表示装置１０３Ａでは、実施の形態４
と同様な効果を得ることができる。
【００８６】
　なお、本実施の形態の変形例に係る表示装置１０３Ａに、実施の形態２に示したパッキ
ン１２を利用した構成を適用してもよい。この場合、パッキン１２が、筐体８Ａと樹脂材
４Ａとの間に設けられる隙間を埋めるように、設けられる。
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【００８７】
　また、本実施の形態の変形例に係る表示装置１０３Ａにおいて、樹脂材４Ａの代わりに
、実施の形態３の変形例に示した樹脂材４Ｃを用いた構成としてもよい。これにより、実
施の形態３の変形例と同様な効果を得ることができる。すなわち、ガラス保持部４１ａを
有する樹脂材４Ｃを、意匠ケースとして機能させることができる。
【００８８】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態、実施の形態の変形例を自由
に組み合わせたり、実施の形態、実施の形態の変形例を適宜、変形、省略することが可能
である。
【００８９】
　例えば、保護板の樹脂材を、筐体に着脱可能に固定する構成は、実施の形態１のネジ９
を用いた構成、または、実施の形態１の変形例の突起部４ｃを用いた構成に限定されない
。保護板の樹脂材を、筐体に着脱可能に固定する構成は、例えば、樹脂材４に凹部を設け
、当該凹部に、筐体に設けた突起部を係合させる構成であってもよい。
【符号の説明】
【００９０】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ　保護板、２　ガラス、４，４Ａ，４Ｂ，４Ｃ　樹
脂材、４ｂ　棒状部、４ｃ　突起部、６　表示面、７　液晶表示装置、８，８Ａ，８Ｎ　
筐体、９　ネジ、１２　パッキン、１６　ガラス、４１ａ　ガラス保持部、１００，１０
０Ａ，１０１，１０１Ａ，１０２，１０２Ａ，１０３，１０３Ａ　表示装置、Ｈ２　穴。

【図１】 【図２】

【図３】
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